
- 147 -

────────────────────────────────────────

令和４年 第２回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第４日）

令和４年３月11日（金曜日）

────────────────────────────────────────

議事日程（第４号）

令和４年３月11日 午前10時00分開議

日程第 １ 第 ２号議案 令和３年度中間市一般会計補正予算（第１３号）

日程第 ２ 第 ３号議案 令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３

号）

日程第 ３ 第 ４号議案 令和３年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

日程第 ４ 第 ５号議案 令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

（日程第１～日程第４ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第 ５ 第 ６号議案 中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第 ６ 第 ７号議案 中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例

日程第 ７ 第 ８号議案 中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第 ８ 第 ９号議案 中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第 ９ 第１０号議案 中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

日程第１０ 第１１号議案 中間市消防団条例の一部を改正する条例

（日程第５～日程第１０ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第１１ 第１２号議案 中間市道路線の変更について

（日程第１１ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第１２ 第１４号議案 令和４年度中間市一般会計予算

日程第１３ 第１５号議案 令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業予算

日程第１４ 第１６号議案 令和４年度中間市住宅新築資金等特別会計予算

日程第１５ 第１７号議案 令和４年度中間市地域下水道事業特別会計予算

日程第１６ 第１８号議案 令和４年度中間市公共用地先行取得特別会計予算

日程第１７ 第１９号議案 令和４年度中間市介護保険事業特別会計予算

日程第１８ 第２０号議案 令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計予算

日程第１９ 第２１号議案 令和４年度中間市公共下水道事業会計予算

日程第２０ 第２２号議案 令和４年度中間市水道事業会計予算

（日程第１２～日程第２０ 質疑・委員会付託）

日程第２１ 第２３号議案 令和４年度中間市一般会計補正予算（第１号）

（日程第２１ 提案理由説明・質疑・委員会付託）
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日程第２２ 議員提出議案 中間市総合会館条例の一部を改正する条例

第 １ 号

（日程第２２ 質疑・委員会付託）

日程第２３ 決議案第１号 ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議

（日程第２３ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第２４ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────

出席議員（１６名）

１番 小林 信一君 ２番 堀田 克也君

３番 田口 善大君 ４番 蛙田 忠行君

５番 柴田 芳信君 ６番 田口 澄雄君

７番 山本 慎悟君 ８番 安田 明美君

９番 掛田るみ子君 １０番 中尾 淳子君

１１番 阿部伊知雄君 １２番 大和 永治君

１３番 柴田 広辞君 １４番 下川 俊秀君

１５番 井上 太一君 １６番 中野 勝寛君

──────────────────────────

欠席議員 （０名）

──────────────────────────────

欠 員（０名）

──────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 教育長 …………… 片平 慎一君

総務部長 ………… 末廣 勝彦君 市民部長 ………… 安徳 保君

保健福祉部長 …… 藤田 宜久君 建設産業部長 …… 篠田 耕一君

教育部長 ………… 船津喜久男君 消防長 …………… 林 誠志君

環境上下水道部長 ………………………………………………… 村上 智裕君

総務課長 ………… 久場康三郎君 財政課長 ………… 蔵元 洋一君

健康増進課長 …… 岩河内弘子君 介護保険課長 …… 冷牟田 均君

消防総務課長 …… 伊藤 裕之君 消防総務課長 …… 伊藤 裕之君

──────────────────────────

事務局出席職員職氏名
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事務局長 佐伯 道雄君 書 記 志垣 憲一君

書 記 東 隆浩君 書 記 本田 裕貴君

──────────────────────────
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議案の委員会付託表
令和４年３月１１日

第２回中間市議会定例会

議案番号 件 名 付託委員会

第１４号議案 令和４年度中間市一般会計予算 別 表 ３

第１５号議案 令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業予算
市民厚生

第１６号議案 令和４年度中間市住宅新築資金等特別会計予算

第１７号議案 令和４年度中間市地域下水道事業特別会計予算 産業消防

第１８号議案 令和４年度中間市公共用地先行取得特別会計予算 総合政策

第１９号議案 令和４年度中間市介護保険事業特別会計予算
市民厚生

第２０号議案 令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計予算

第２１号議案 令和４年度中間市公共下水道事業会計予算
産業消防

第２２号議案 令和４年度中間市水道事業会計予算

第２３号議案 令和４年度中間市一般会計補正予算（第１号） 別 表 ５
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別 表 ３

令和４年度中間市一般会計予算

別 表 ４

歳 入

歳 出

条 付 託 事 項 付託委員会

第１条 第１表 歳入歳出予算 別 表 ４

第２条 第２表 債務負担行為 各委員会

第３条 第３表 地方債

総合政策第４条 一時借入金

第５条 歳出予算の流用

款 別 款 名 ・ 項 別 付託委員会

全 款 各所管に係るもの 各委員会

款 別 款 名 項 別 付託委員会

１ 議 会 費 全 項

総合政策

２ 総 務 費

全 項（他の所管に係る分を除く）

１項５目・６目・８目・１０目の一部、１項１２

目・１３目
産業消防

１項１目・１０目の一部、２項１目の一部、２項

２目、３項１目の一部 市民厚生

３ 民 生 費

全 項（他の所管に係る分を除く）

１項１目・３目の一部、１項１３目、２項１目・

４目・６目の一部、３項１目の一部
総合政策
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４ 衛 生 費

全 項（他の所管に係る分を除く） 市民厚生

１項１目の一部、２項１目の一部、３項１目 総合政策

１項１目の一部、１項３目、２項１目の一部

産業消防

５ 労 働 費

全 項（他の所管に係る分を除く）

１項１目の一部 市民厚生

６ 農林水産業費

全 項（他の所管に係る分を除く） 産業消防

１項２目・４目の一部、２項２目 総合政策

７ 商 工 費

全 項（他の所管に係る分を除く） 産業消防

１項１目・４目の一部 総合政策

８ 土 木 費

全 項（他の所管に係る分を除く） 産業消防

１項１目の一部、２項３目の一部、４項１目・２

目の一部、５項１目の一部
総合政策

９ 消 防 費

全 項（他の所管に係る分を除く） 産業消防

１項１目の一部、１項４目
総合政策

１０ 教 育 費 全 項

１１ 災害復旧費 全 項 産業消防

１２ 公 債 費 全 項

総合政策
１３ 予 備 費 全 項
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午前 10時 00 分開会

〇議長（中野 勝寛君）

おはようございます。会議に入ります前に、本日３月１１日は、東北地方から関東地方

にかけまして、甚大な被害をもたらし多くの死者、行方不明者を出した東日本大震災が発

生した日でございます。震災により亡くなられた方々に哀悼の意を表し、黙祷をささげた

いと思います。

議場の皆様ご起立をお願いいたします。

（黙祷）

〇議長（中野 勝寛君）

黙祷を終わります。ご着席ください。ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達して

おりますので、これより会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．第２号議案

日程第２．第３号議案

日程第３．第４号議案

日程第４．第５号議案

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１、第２号議案から日程第４、第５号議案までの令和３年度各会計補

正予算４件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２号議案のうち、総合政策委員

会に付託されました所管部分について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申

し上げます。

今回の補正予算は、決算見込みに基づく不用額の減額、国・県への返還金等が計上され

ているほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業について、

各事業の決算見込みに基づき、不用額を減額し、新規事業を追加計上するもので、歳入歳

出それぞれ６億８，７３６万６，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２２

３億６，２７８万円とするものであります。

歳入の主なものといたしましては、地方消費税交付金においては、決算見込みにより６，

９０３万８，０００円が追加計上され、地方交付税においては、特例的な再算定に伴う追

加交付の決定により、２億４，６１２万３，０００円が計上されております。



- 156 -

国庫支出金においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業の

財源として、国の令和３年度補正予算分に係る当該交付金の交付限度額のうち、令和３年

度に交付を受ける１，１３２万９，０００円が追加計上されています。

また、そのほかの国庫・県支出金においては、対象事業費の確定等に伴い、合計３億５

７２万１，０００円が減額されています。

繰越金においては、前年度繰越金５億６８６万５，０００円が追加計上されています。

諸収入においては、中間市行橋市競艇組合事業収入が３，６００万円追加計上されてい

ます。

市債においては、対象事業費の確定等に伴い、３，７７０万円が増額される一方、６，

４７０万円が減額され、差引き２，７００万円が減額されています。

次に、歳出の主なものは、総務費において、令和２年度の国県支出金の金額確定に伴う

返還金に５，７８２万３，０００円が、普通交付税の再算定の結果及び決算見込みに基づ

く財源調整により、財政調整基金に７億４，０９１万２，０００円が、減債基金積立金に

４億５，０００万円が追加計上されております。

教育費においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、小中

学校での感染症対策及び学習保障等に必要な取組みを実施するための経費に１，０８０万

円が追加計上され、あわせて繰越明許費が設定されております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第２号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決した

次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わりま

す。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２号議案のうち、市民厚生委員

会に付託されました所管部分、並びに第３号議案、第４号議案及び第５号議案の各会計補

正予算について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

初めに、第２号議案令和３年度中間市一般会計補正予算（第１３号）について申し上げ

ます。

まず、歳入の主なものとして、地方消費税交付金が決算見込みに基づき６，９０３万８，

０００円の増額、諸収入において病院事業閉鎖時の残余金の確定に伴い、１億４，９８５

万９，０００円の増額となっております。

次に、歳出の主なものとして、総務費においては、国の計画に合わせて実施する住民記

録システム改修事業２９７万円について繰越明許費が設定されています。
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民生費においては、新型コロナウイルス感染症の影響で病院の受診控えが生じたため、

生活保護費のうち医療扶助費が１億１，０００万円減額されています。

また、衛生費においては、令和２年度限りで閉鎖した病院事業に係る清算事務の終了に

伴い、残務処理経費が１，３６０万円、未払金清算経費が６，８１０万円減額されていま

す。

討論において、「マイナンバーカードの普及が進められているが、国内では中国やアメ

リカに日本のデータが民間を通じて流れているというような情報もある。そういう状況下

で、デジタル化を進めるマイナンバーの動きは非常に危険なものだと感じる。全体として

は反対だが、今回の補正予算については予算の減額のため、そこまで反対する必要はない

という立場から、意見を付して賛成する。」との意見がありました。

次に、特別会計について申し上げます。

初めに、第３号議案令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）に

ついて申し上げます。

歳入の主なものは、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が激減した世帯が受け

る国民健康保険税の減免措置に対する国庫補助金が１，２４３万７，０００円、医療費の

増額等に伴い、県補助金が１億１，５５８万９，０００円それぞれ増額されています。

次に、歳出の主なものとして、医療費の増加等に伴い、保険給付費が６，７７６万８，

０００円、令和２年度に交付を受けた福岡県国民健康保険普通交付金等の額確定に伴う過

交付分の返還金として８，４６４万６，０００円が増額されています。

以上により、歳入歳出それぞれ１億５，３５４万９，０００円が追加され、予算総額は

歳入歳出それぞれ５７億５，２９０万８，０００円となっています。

次に、第４号議案令和３年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

申し上げます。

歳入の主なものは、保険事業勘定の事業費の決算見込みに基づき、一般会計繰入金が１，

６４１万３，０００円減額され、財源調整のため、前年度繰越金が２億６４１万２，００

０円増額されています。

次に、同勘定の歳出の主なものとして、総務費において、新型コロナウイルス感染症に

かかる要介護認定の臨時的な取扱いにより、認定調査件数や介護認定審査会の開催回数が

減少したことに伴い、認定審査会委員報酬や認定調査委託料等が１，０００万円減額され

ています。

また、保険給付費においては、サービス費の決算見込額に合わせて財源の組替えが行わ

れ、介護給付費準備基金への積立金が１億９，９９９万９，０００円増額されています。

以上により、歳入歳出それぞれ１億８，９９９万９，０００円が追加され、介護サービ

ス事業勘定を加えた予算総額は歳入歳出それぞれ５４億１，０２８万６，０００円となっ

ております。
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討論において、「介護給付費準備基金積立金について問題を感じている。今年度、積み

増しにより基金残高が４億５，０００万円となっており、介護保険料全体で１０億円とい

う状況を見ると、余りにも大きな積立額だと思う。介護保険料が市民生活を圧迫する金額

になっていると思うので、今後は、そうした配慮をして行政運営を続けてほしいという意

見を付して賛成する。」との意見がありました。

次に、第５号議案令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て申し上げます。

歳入の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の減額に伴い、保険基盤安定繰入金

が７０９万８，０００円減額されています。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金の基盤額の確定に伴い、同納付金が

７０９万８，０００円減額されています。

以上により、歳入歳出それぞれ１，３７３万９，０００円が減額され、予算総額は歳入

歳出それぞれ８億４，８０５万２，０００円となっています。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第２号議案、第３号議案、第４号議案及び第５

号議案については全員賛成でいずれも原案どおり可決すべきと決した次第であります。よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２号議案のうち、産業消防委員

会に付託されました所管部分について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申

し上げます。

まず、歳入につきましては、国庫支出金の土木費国庫補助金において、活力創出基盤整

備分等の社会資本整備総合交付金が６，２４６万１，０００円の減額となっております。

また、諸収入において、中鶴更新住宅（２期）新築工事に伴う特定鉱害補助金が当該工

事の補助金確定に伴い、年度間の調整により３，５５７万８，０００円の減額となってお

ります。

次に、歳出につきましては、総務費では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用した公共交通応援事業として、地域鉄道や路線バス事業者への奨励金に１，

２１７万円が追加計上されております。

商工費では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施してい

る中間市感染防止対策協力一時金事業について、事業費の確定に伴い、１０５万円の減額

となっております。
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土木費では、事業費の確定等に伴い、社会資本整備総合交付金事業で９，３４８万２，

０００円、塘ノ内砂山線街路事業負担金で８６０万円、市営住宅深坂団地改修工事で１，

１８８万１，０００円の減額となっております。また、道路照明灯ＬＥＤ化事業５２１万

円及び垣生公園遊具更新事業４，０５０万円については、繰越明許費が設定されておりま

す。

消防費では、高機能消防指令センター設備中間更新事業の事業費確定に伴い、消防施設

費の委託料が６８２万円の減額となっております。また、消火栓設置負担金として、消化

栓布設替工事費５栓分及び修繕工事費１栓分に１７３万５，０００円が追加計上されてお

ります。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第２号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決した

次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わりま

す。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。討論は、ありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君)

日本共産党の田口澄雄です。第２号議案令和３年度中間市一般会計補正予算（第１３号）

について、反対意見を申し述べます。

今回の補正では、個人番号等の交付事務に関する経費が扱われています。これは従来、

実施中の施策の減額措置ですが、マイナンバーカードの実施に当たって、まずさきに守ら

れるべきは個人情報の保護です。その上で実施すべきだと思いますが、我が国の場合、他

の国に比べて余りにもこの点がずさんです。国民の暮らしに役立つデジタル化については

否定するものではありませんが、財界の要求のままに、個人情報が民間企業や果ては外国

の諜報機関に筒抜けとなるような現状では、危険きわまりなく、到底容認するわけにはま

いりません。この補正自身が減額という事務的なものであることから、これを理由として

の反対の態度はとりません。しかし、今回の補正予算を見たとき、基金の積立てが余りに

も異常です。今まで基金残高の減少を口実に、財政が厳しいを連呼してきましたが、昨年

度は１０億５，０００万円、そして今年度は、減債基金の積み上げも含めますと１７億４，

０００万円の新たな積み増しです。介護給付費準備基金の１億８，０００万円を入れます

と２０億円近くにもなります。今までは基金残高の減少を口実に、財政が厳しいを繰り返

してきましたが、一転しての貯め込みです。一体財政が厳しいとの今までの態度は何だっ
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たのでしょうか。各種公共施設の廃止を初め、最初の公約である学校給食の無償化も財政

難を口実にほごにしてきました。挙げ句の果てが来年度からは、給食費の値上げです。現

在の市民に対して余りにも冷たい姿勢ではないでしょうか。そして、今度は何十年も先の

不安を口実に貯め込みを始めました。人口減と高齢化は日本社会全体の問題です。国民の

負担減と大企業や高額所得者の負担増を初めとする負担の公正化を図る中で解決すべき問

題です。そして、今の市長を初め市政は、今の市民生活の維持向上に責任があります。こ

れ以上、現在の市民への負担増と生活のレベルを下げるような施策は続けるべきではあり

ません。

よって、今回のこのような高額な基金の積立てを含む補正予算案については反対をいた

します。

次に、第４号議案令和３年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

意見を付しての賛成といたします。

今回の補正で目を引くのが、介護給付費準備基金の額です。約２，０００万円の取崩し

をしていますが、２億円の新たな積立てをしています。その結果、積立残高が４億５，０

００万円にもなっています。今までの記録でも、これだけの積み上げをした年はありませ

ん。今が８期の最初の年度ですが、７期の最初の年は２億７，０００万円程度でした。保

険料の値上げをした上でさらに１億８，０００万円も積み上げをしています。介護保険料

は当初の標準額が３，０５０円が６，１６０円と２倍以上になっています。今後の運営で

はこのような市財政のみの安定経営ということではなく、市民本位の保険料設定に心がけ

てほしいと思います。

保険料の時期設定までにはまだ時間がありますので、改定案について反対はいたしませ

んが、以上の意見を付して、本条例案については賛成といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて、討論を終結いたします。

これより、第２号議案から第５号議案までの令和３年度各会計補正予算４件を順次採決

いたします。

議題のうち、まず第２号議案令和３年度中間市一般会計補正予算（第１３号）を起立に

より採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）
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起立多数であります。よって、第２号議案は、委員長の報告のとおり、可決されました。

次に、第３号議案令和３年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第３号）を採

決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第３号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第４号議案令和３年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を採決し

ます。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第５号議案令和３年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採決

いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第５号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第 ５．第 ６号議案

日程第 ６．第 ７号議案

日程第 ７．第 ８号議案

日程第 ８．第 ９号議案

日程第 ９．第１０号議案

日程第１０．第１１号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第５、第６号議案から日程第１０、第１１号議案までの条例改正６件を一括

議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）
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ご指名によりまして、ただいま議題となっております第６号議案、第７号議案及び第８

号議案について、審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

初めに、第６号議案中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

て申し上げます。

今回の条例改正は、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のため、非常勤職員の育児休

業・介護休暇等の取得要件緩和等を行うための国家公務員の育児休業等に関する法律の改

正を受け、本市においても同様に、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち、

引き続き在職した期間が1年以上とされている要件を廃止し、育児休業を取りやすい勤務

環境を整備するために、妊娠、出産等を申し出た職員に対する個別の制度周知や、育児休

業に関する相談体制の整備を義務づけるなど、任命権者として講ずるべき措置を新たに規

定するものでございます。

なお、条例の施行日については、令和４年４月１日となっております。

次に、第７号議案中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につい

て申し上げます。

今回の条例改正は、本市の青少年の健全育成に関する協議会である中間市少年相談セン

ター運営協議会及び中間市青少年問題協議会について、本市として全庁的に、より集中的

に青少年問題に取り組むため、中間市少年相談センター運営協議会を廃止し、中間市青少

年問題協議会に一本化することに伴い、中間市少年相談センター運営協議会委員の報酬に

関する規定を削除するものでございます。

なお、条例の施行日については、令和４年４月１日となっております。

次に、第８号議案中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

申し上げます。

今回の条例改正は、令和３年の人事院勧告に基づき、国家公務員同様、新型コロナウイ

ルス感染症に係る経済対策への影響を考慮し、令和３年度の引下げに相当する額について

は、令和４年６月の期末手当から減額して調整するもので、期末手当の支給月数を職員に

あっては０．１５カ月分、また、再任用職員にあっては、０．１カ月分を引き下げるもの

でございます。

なお、条例の施行日については、公布の日となっております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第６号議案、第７号議案及び第８号議案のいず

れも全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほど申

し上げまして委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）
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ご指名によりまして、ただいま議題となっております第９号議案及び第１０号議案につ

いて審査を行いましたので、その概要と結果を報告申し上げます。

初めに、第９号議案中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げま

す。

今回の条例改正は、昨年８月４日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布さ

れたことに伴うものです。本市の国民健康保険の被保険者に対する出産育児一時金は、条

例で定める基礎額に公益社団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度にお

ける掛金に相当する額を加算して支給されています。この掛金の額が１万６，０００円か

ら１万２，０００円に引下げられることに伴い、国の審議会において出産育児一時金の支

給額について行われた議論で、少子化対策として支給総額を維持すべきと整理されたこと

から、被用者保険の被保険者に対する出産育児一時金について政令が改正され、基礎額が

引き上げられました。

一方、国民健康保険の被保険者に対する出産育児一時金については、市町村が条例で定

めることとされていることから、本市においても国と同様に出産育児一時金の基礎額を引

き上げ、被保険者の支給総額を維持するため、その額を４０万４，０００円から４０万８，

０００円に改めるものです。

なお、条例の施行日は公布の日とされ、令和４年１月１日以後の出産に基づく出産育児

一時金の支給について適用されます。

次に、第１０号議案中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について申し上げ

ます。

今回の条例改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律等を受け、国民健康保険被保険者全世帯の未就学児童について、所得にか

かわらず、均等割保険税の５割を軽減することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を

図るものです。

なお、条例の施行日については、法律の施行に合わせ、令和４年４月１日とされていま

す。

討論において、「今回の措置は、未就学児に限る健康保険税の軽減措置だが、全国的に

は高校生まで均等割を減免する自治体も出ているので、今回の措置は賛成だが、今後はよ

り一層の対応・給付を求めて、意見を付して賛成する。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第９号議案及び第１０号議案については全員賛

成でいずれも原案どおり可決すべきであると決した次第であります。よろしくご審議のほ

どお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。
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〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１１号議案について、審査を行

いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回の条例改正は、全国的に消防団員が減少している中で、消防団員の確保・地域防災

力の維持及び向上を図ることを目的として、総務省消防庁において、非常勤消防団員の報

酬等の基準が策定されたことに伴うものであります。

条例改正の内容といたしましては、まず、年額報酬について、団員の階級にある者の年

額報酬を３万６，５００円とし、より上位の階級にある者の年額報酬をこれとの均衡を考

慮して定めることとする国の基準に準じた額にするものであります。また、従来支給され

ていました手当について、出動報酬として見直し、国の基準に準じた額とするものであり

ます。さらに、報酬とは別に、消防団員が公務により旅行した場合の費用弁償についての

規定が設けられております。報酬及び費用弁償につきましては、活動記録に基づいて、本

市から消防団員個人に対し直接支給されるものとなっております。

なお、条例の施行日については、令和４年４月１日となっております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第１１号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。討論は、ありませんか。田口澄雄君。

〇議員（６番 田口 澄雄君)

日本共産党の田口澄雄です。第８号議案中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例案について、反対意見を申し述べます。

この条例改正は、令和３年度の国の人事院勧告に基づくものですが、一時金の０．１５

カ月分のカットがなされています。国全体の平均で、公務員１人当たり年額６万２，００

０円の引き下げです。こうしたことの一方では、コロナ禍の中での経済対策として賃上げ

を言いながら、全労働者の１４％の地域労働者に影響する人勧による引き下げは、政府の

主張する経済政策との整合性に欠けます。一律カットは実施すべきではありません。

以上のことから、当条例案には反対をいたします。

第１０号議案中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、意見を付して

の賛成といたします。
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今回の改正は、国民健康保険税の被保険者個人に係る均等割の国による半減措置です。

ただし、全国７０万人の未就学児に限ります。地方自治体にとっては減額の２分の１の負

担が求められており、国庫による全額負担を求めます。また、お隣の北九州市では、多子

減免制度が既に導入されており、一定の条件に該当すれば、１８歳未満の子供の保険料の

減免がなされています。

今後はこうしたことも視野に入れながらの国保運営を求めて意見を付しての賛成といた

します。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて、討論を終結いたします。

これより、第６号議案から第１１号議案までの条例改正６件を順次採決いたします。

議題のうち、まず、第６号議案中間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第６号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第７号議案中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を採決

いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第７号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第８号議案中間市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を起立に

より採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

〇議長（中野 勝寛君）

起立多数であります。よって、第８号議案は、委員長の報告のとおり、可決されました。

次に、第９号議案中間市国民健康保険条例の一部を改正する条件を採決いたします。
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お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第９号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、第１０号議案中間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第１０号議案は、委員長の報告のとおり可決されまし

た。

次に、第１１号議案中間市消防団条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第１１号議案は、委員長の報告のとおり可決されまし

た。

────────────・────・────────────

日程第１１．第１２号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１１、第１２号議案中間市道路線の変更についてを議題とし、産業消防委

員長の報告を求めます。

田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１２号議案について審査を行い

ましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回、変更される路線は、吉隈２号線の１路線であります。この路線につきましては、

起点に当たります上吉隈橋の老朽化により撤去することに伴い、起点の変更を行うもので、

幅員にあっては３．６５メートルを３．７９メートルに、また、実延長にあっては１０１．

６０メートルを９１．３０メートルに変更するものであります。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。
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最後に採決いたしました結果、第１２号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。討論は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、第１２号議案中間市道路線の変更についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の

報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第１２号議案は、委員長の報告のとおり可決されまし

た。

────────────・────・────────────

日程第１２．第１４号議案

日程第１３．第１５号議案

日程第１４．第１６号議案

日程第１５．第１７号議案

日程第１６．第１８号議案

日程第１７．第１９号議案

日程第１８．第２０号議案

日程第１９．第２１号議案

日程第２０．第２２号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１２、第１４号議案から日程第２０、第２２号議案までの令和４年度各会

計予算９件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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質疑なしと認めます。

ただいま、議題となっております令和４年度各会計予算９件は、会議規則第３７条第１

項の規定により、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第２１．第２３号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２１、第２３号議案令和４年度中間市一般会計補正予算（第１号）を議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

〇市長（福田 浩君）

第２３号議案令和４年度中間市一般会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し

上げます。

令和４年度一般会計予算につきましては、第１４号議案として今期定例会にご提案し、

ご審議いただいているところでございますけれども、今回の補正予算は、国の令和３年度

補正予算に係る新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額が示され

ましたことから、同交付金を活用した事業についてご提案させていただくものでございま

す。

それでは、補正の主な内容について、歳出からご説明いたします。

まず、議会費におきましては、議場での三密回避を目的とした、議会の生中継を可能に

するための放送設備の構築に２，１１０万円、市民の皆様が傍聴に来庁されることなく、

速やかに議事の内容等を確認することができるよう、会議録を迅速に作成し、公開できる

ようにするための議事録作成支援システムの導入に７５０万円をそれぞれ計上いたしてお

ります。

総務費におきましては、自治体におけるデジタルトランスフォーメーション推進事業と

して、ネットワークサーバを効率的に統合した上で更新する経費に２，０１０万円、引き

続き経営に大きな影響が生じている地域鉄道や路線バス、タクシー事業への公共交通応援

事業奨励金に５，９００万円をそれぞれ計上いたしております。

商工費におきましては、地域経済活性化対策補助金に６，８２０万円を計上いたしてお

ります。このうち、プレミアム付き商品券の事業費は６，０５０万円であり、令和２年度

及び令和３年度に引き続き、販売冊数３万冊、プレミアム率３０％と、これらと同規模の

事業を計画しております。また、デジタル商品券の事業費は７７０万円であり、紙の商品

券と同等のプレミアム率で３，０００冊分発行する計画とし、非接触を目的としたキャッ

シュレス化についても推進してまいります。

消防費におきましては、消防救急業務における感染症対策物品の購入費に４２０万円を

計上いたしております。



- 169 -

また、財政調整といたしまして、令和４年度当初予算に計上した事業のうち、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象事業となる、住民票等証明書のコンビニ

交付事業の導入経費、保育所等における感染拡大防止対策への支援経費、教育におけるＩ

ＣＴの活用を推進するための体制整備費等におきまして、その一部で新型コロナウイルス

感染症対策事業として明確化するための組替えを行った上で、合計５，１１０万円の財源

補正を行っております。この財源調整の結果、財政調整基金への積立金に同額の５，１１

０万円を計上いたしております。

次に、これらの事業の財源となる歳入につきましては、国庫支出金におきまして、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に２億３，１４０万円を計上いたしており

ます。

以上により、歳入歳出それぞれ２億３，１４７万３，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ１９２億７４万円とするものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

ただいま、議題となっております第２３号議案は、会議規則第３７条第１項の規定によ

り、所管の各常任委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第２２．議員提出議案第１号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第２２、議員提出議案第１号中間市総合会館条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

ただいま、議題となっております議員提出議案第１号は、会議規則第３７条第１項の規

定により、所管の市民厚生委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第２３．決議案第１号

〇議長（中野 勝寛君）
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次に、日程第２３、決議案第１号ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議を議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。柴田広辞君。

〇議員（１３番 柴田 広辞君）

決議案第 1号ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議について、提案理由を申し上

げます。

本決議案は、ロシアによるウクライナへの軍事行動に対し、中間市議会として抗議の意

を表明するため、決議するものでございます。決議文を読み上げることで、提案理由の説

明とさせていただきます。

世界中が新型コロナウィルス感染への対応に追われる中、国際社会の度重なる警告を無

視し、本年２月２４日、ロシアはウクライナへの侵攻を開始した。これまで、ウクライナ

では子どもや女性を含む民間人をはじめ、多くの犠牲者が出ている。このようなロシアの

行動は、明らかに武力の行使を禁じる国際法及び国際平和と安全の維持を主目的とする国

連憲章に違反し、世界の安全保障と国際秩序を脅かす侵略であり、断じて容認できない。

よって、本市議会は、ロシア軍による攻撃とウクライナへの主権侵害に強く抗議すると

ともに、ロシア政府に対し、武力行使の即時停止とウクライナ領土から直ちに全ての軍隊

を完全に撤退させること及び誠実に国際法を遵守し、平和的に対応することを強く求める

ものである。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま、議題となっております決議案第１号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより、討論に入ります。討論は、ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、決議案第１号ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議を採決いたします。

お諮りいたします。本意見書案については、原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、決議案第１号は、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第２４．会議録署名議員の指名

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第２４、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により議長において、田口澄雄君及

び井上太一君を指名いたします。

────────────・────・────────────

〇議長（中野 勝寛君）

以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日は、これにて散会いたします。

午前10時 45分散会

──────────────────────────────

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長 中 野 勝 寛

議 員 田 口 澄 雄

議 員 井 上 太 一


